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収益認識に関する欧州提案の検討

銚 小 佳

概要 本稿 は,経 済的実質主義の観点か ら収益認識の問題を検討 し,収 益の発生の本質を解

明す ることを 目的 として,2007年7月 に欧州財務報告諮問 グルー プと ドイツ会計基準委員会

が共 同で公表 した 「収益認識一欧州 の貢献(欧 州提案)」 を取 り上げた ものである。 まず,

収益認識 にお ける様 々な問題を明 らか にし,資 産 ・負債 アプロー チに基づ く原則ベー スの収

益認識基準の必要性を述べ る。次 に,欧 州提案 による収益の定義お よび収益認識 に関す る決

定的事象 アプローチ と継続ア プロー チを分析 し,最 後 に欧州提案の特徴 をまとめ,欧 州提案

の意義を検討す る。

Abstract The purpose of this paper is to clarify a nature of revenue and resolve is-

sues related to revenue recognition on a concept of substance over form. From the 

point of my research interest, "Revenue recognition- A European contribution" pu 

 blished in July, 2007 by EFRAG and DRSC is mainly considered in this paper. 

Firstly, this paper explains some problems about revenue recognition and insists the 

importance of the principles-base approach that may solute those problems. This 

paper also defines a concept of revenue, critical event approaches and continuous ap-

proaches that are proposed in "Revenue recognition- A European  contribution"  . 

Finally, this paper demonstrates characteristics of "Revenue recognition- A Euro-

pean contribution" and discusses the meaning.

キー ワー ド 経済的実質主義,原 則主義,決 定的事象 アプローチ,継 続 アプロー チ

審査受付 日2009年3月12日

掲載決定 日2009年5月11日



第56巻 第1号

1は じ め に

これ まで,収 益 概 念 と収 益 認 識 基 準 は,従 来,特 に問 題 と され る こ と は なか っ たが,ビ

ジネ ス モ デル の発 展 と新 しい取 引 形 態 の 出現 と と もに,現 行 収 益 認 識 基 準 を批 判 す る声 は

高 ま りつ つ あ る。 国 際 会 計 基 準 審 議 会(以 下 で はIASBと 表 記 す る)と 米 国財 務 会 計 基

準 審議 会(以 下 で はFASBと 表記 す る)が2002年6月 か ら収 益 認 識 に関す る共 同 プ ロジ ェ

ク トを ス タ ー トさせ た こ と は周 知 の と お りで あ る。

その 一 方,欧 州議 会(以 下 で はEUと 表 記 す る)はIASBへ の 影 響 力 を 保 つ た め に(1),

会 計 基 準 の コ ンバ ー ジ ェ ンス を あ ぐる議 論 の 中で,欧 州 財 務 報 告 諮 問 グル ー プ(以 下 で は

EFRAGと 表 記 す る)〈2)を 発 足 し,「 欧 州 に お け る 事 前 の 会 計 活 動(Pro-active

AccountingActivitiesinEurope,以 下 で はPAAinEと 表 記 す る)」(3>を 開始 した 。

EFRAGと ドイ ツ会 計 基 準 委 員 会(以 下 で はDRSCと 表 記 す る)は,「 収 益 認 識 一 欧 州

の 貢 献(Revenuerecognition-AEuropeancontribution,以 下 で は 欧 州 提 案 と表 記 す

る)」 をPAAinEの 一 環 と して取 り上 げ(4),2007年7月 に 公 表 した。

欧 州 提 案 は,収 益 の定 義 を 「資 産 と負 債 の測 定 可 能 な変 動 」 と して 捉 え,資 産 ・負 債 ア

プ ロ ー チ に基 づ いて,履 行 義 務 の遂 行 に焦 点 を合 わせ て お り,収 益 認 識 ア プ ロ ー チ を提 案

す る もの で あ る。

本 稿 は,そ の よ う な議 論 の背 景 を踏 まえ て,経 済 的 実 質 主 義 の観 点 か ら収 益 認 識 の問 題

を検 討 し,あ らゆ る環 境 状 況 下 のす べ て の取 引 に適 用 で き る包 括 的 な原 則 ベ ー ス の収 益 認

(1)2005年 か ら欧州域 内の連結財務諸 表にIFRSがECの 承認 によ って強制 され ることにな るま

で,EUとIASBの 関係 は堅 固だ ったが,2001年 か ら始 ま った コンバー ジ ェンス ・プ ロジェク

トの うち株式報酬制度を除いたその他の3つ の プロジェク ト(い わゆ る,保 険会社,企 業結合 と

業績報告)に おいてIASBが 提唱 し全面 時価 と経済 的単一体思考 はEUに 支 持 され てお らず

(辻山[2007],3頁),ま た,IASBは2004年4月 か らFASBだ けを対等な協議相手 として共

同で コ ンバー ジ ェンス ・プロジ ェク トを開発 す るこ とを明確 に した ことによ って,EUに よる

IASBへ の影響力 は弱 くなって きたことが明 らか になった。

(2)EFRAGは,EU各 国 の会計 基準設定機 関 と協力 して,IASBが 討議 資料や公 開草案 を公表

す る前か ら意見発信を行 い,積 極的 に会計基準設定 プロセ スに関与す るため に,欧 州 にお ける事

前の会計活動(PAAinE)を 開始 した組織で ある。

(3)PAAinE戦 略 とは,「 欧州 の見解 および欧州 におけ る特定 の状 況が十分 に理解 され,新 しい

基準の提案を考慮す ることを確保す るたあ に,欧 州が グロバール会計基準設定 アプローチの よ り

早い段階か ら積極的 に参加す る必要 がある こと(EFRAG[2007],par.1.17)」 を意識 した こと

によるものであ る。

(4)PAAinEは,収 益認識 のほか,概 念 フ レーム ワー ク,負 債 と持分 の区分,年 金会計,業 績

報告の各 プロジェク トを進め,2006年 に概念 フレー ムワー ク(構 成要素)と 業績報告 に関す る討

議資料を相次 いで公表 した(辻 山[2007],20頁)。
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識 基準 を開 発 す る こ とを 目的 と した 欧州 提 案 を取 り上 げ,伝 統 的 な実 現 ・稼 得 過 程 ア プ ロ ー

チ よ りも,む しろ資 産 ・負 債 ア プ ロ ー チ に基 づ く収 益 認 識 基 準 が 収 益 の発 生 の本 質 を よ り

忠 実 に反 映 す る こ とが で き る と い う結 論 を導 き 出す 。

II収 益 認 識 が 取 り 上 げ ら れ る 背 景

収 益 認 識 と収 益 表 示 を め ぐる 問題 は,以 下 に検 討 す る実 務 上 の 背 景 に,IASB・FASB

お よ びEUに お け る各 々の 基 準 設 定 機 関 が 審 議 課 題 と して 取 り上 げ る こ と とな った も の

で あ る。 同時 に,こ の問 題 は そ の重 要 性 か ら,会 計 基 準 の コ ンバ ー ジ ェ ンス の1つ の項 目

とな って い る。

(1)米 国 に お け る会 計 上 の不 祥 事 の発 生 を契 機 と して,収 益 問 題 が 浮 上 して き た こ と。

販 売 形 態 な い しサ ー ビス提 供 を 中心 と して い る新 しい取 引 の 出現 と と もに,不 正 な財

務 報 告 を 行 う企 業 が 増 え て き た。 た と え ば,米 国 に お け る調 査 分 析(5)に よ れ ば,調

査 対 象 と な る不 正 な財 務 諸 表 事 例 の う ち,過 半 数 の企 業 が 収 益 の早 期 計 上 な い し過 大

表 示 を通 じて 不 正 な財 務 報 告 を行 っ た こ とが 明 らか に な っ た 伊[2003],57頁)。 そ

れ は,経 営 者 が,単 な る 「業 績 」 を追 求 す る た あ に収 益 の早 期 計 上 あ る い は過 大 表 示

を行 って い るの で はな く,純 利 益 額 に対 す る収 益 額 優 位 と い う 「市 場 に よ る業 績 評価 」

に反 応 して い る こ とを 意 味 す る(田 中[2003],4頁)。 す な わ ち,経 営 者 は,「 市 場

に よ る業 績 評 価 」 が 高 ま る よ う な収 益 認 識 基 準 ・表 示 方 法 を過 度 に採 用 す る こ とが 問

題 と な って い る ので あ る。

(2)複 数 要 素 契 約(た とえ ば,米 国 の前 払 会 員 制 度,サ ー ビス契 約 な ど の販 売 後 に サ ー

ビス を提 供 す る新 しい取 引 形 態)に 対 応 で き る認 識 基 準 が な い た め,類 似 す る取 引 に

異 な る会 計 処 理 が 適 用 され る こ と。 た とえ ば,ケ ー ブル テ レ ビ接 続 取 引 に関 して,財

務 会 計 基 準 書(以 下 で はSFASと 表記 す る)51号 「ケ ー ブル テ レビ会 社 の財 務 報 告 」

は,ケ ー ブル テ レ ビ接 続 サ ー ビス を単 独 の稼 得 プ ロ セ ス と して 処 理 し,接 続 に よ り発

生 した直 接 販 売 費 の範 囲 で 収 益 を認 識 す る と規 定 して い る。 しか し,経 済 的 に ケ ー プ

(5)ト レ ッ ドウ ェイ委 員会支 援組織委 員会(CommitteeofSponsoringOrganizationsofthe

TreadwayCommission:COSO)が1999年3月 に公表 した報告書 「不正な財務報告1987-1997」

によれば,不 正な財務報告を行 った企業の過半数 は収益の早期計上な い し架空計上 に関わ って い

た。 また,そ の後のAICPAの 公共監視審査会(PublicOversightBoard:POB)に 設定 され

た 「監査 の有効 性 に関す る委員会(オ マ リー ・パ ネル)」 が1997年 か ら1999年 までの調 査に よっ

て,不 正な財務報告を行 った企業の約7割 が収益の過大表示 に関わ って いることが明 らか にな っ

た。 この点 につ いて,サ[2005]を 参照 されたい。
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ル テ レ ビ接 続 と類 似 す る払 戻 不 能 な入 会 金 を支 払 うエ ク サ サ イ ズ ・ジ ム につ いて は,

メ ンバ ー情 報 の登 録 プ ロ セ ス は単 独 の稼 得 プ ロ セ ス と して 見 な され な い た め,払 戻 不

能 な入 会 金 は収 益 と して認 識 さ れ な い(AAA-FASB[2007],pars.5-6)。 この よ う

な複 数 要 素 契 約 を一 貫 した方 法 で 計 上 す る た め に,新 た な認 識 基 準 が 必 要 で あ る と指

摘 で き る。

(3)収 益認 識 に 関す る理 論 上 の相 互 矛 盾 を 取 り除 く必 要 が あ る こ と。FASB概 念 ス テ ー

トメ ン ト(以 下 で はSFACと 表 記 す る)5号 「営 利 企 業 の財 務 諸 表 にお け る認 識 と

測 定 」 は 資 産 ・負 債 の 変 動 に 焦 点 を合 わ せ ず,実 現 ・稼 得 過 程 ア プ ロ ー チ(6)を 収 益

認 識 基 準 と して 採 用 して い る の に対 して,SFAC6号 「財 務 諸 表 の 構 成 要 素 」 は,

収 益 を資 産 ・負債 の 変 動 と い う側 面 か ら定 義 して お り(FASB[1985],par.78,平

松 ・広瀬[1990],パ ラ グ ラ フ78),資 産 ・負債 ア プ ロー チを 採 用 して い る。 その結 果,

SFAC5号 とSFAC6号 との差 異 に よ り,収 益 と資 産 ・負 債 に お け る変 動 と の 間 に,

矛 盾 が生 じ る傾 向 が見 られ る。 そ の た め,FASBは,そ の矛 盾 を 解 消 す る た め に,

SFAC5号 を改 訂 す る こと を プ ロ ジ ェク トの着 手 時 点 にお い て宣 言 した(辻 山[2005],

5頁)。

同様 に,IASB概 念 フ レー ム ワー ク に お い て も,収 益 ・費 用 ア プ ロー チ に基 づ く

収 益 認 識 基 準 と資 産 ・負 債 ア プ ロ ー チ に基 づ く負 債 概 念 と の不 整 合 か ら,実 現 ・稼 得

過 程 ア プ ロ ー チ に お いて 容 認 され て い る資 産 ・負 債 の定 義 を満 た さ な い繰 延 項 目 を計

上 す る 問 題7)は 存 在 して お り,資 産 ・負 債 ア プ ロ ー チ に よ る収 益 認 識 の 必 要 性 が 指

摘 され て い る(徳 賀[2003],36頁)。

さ らに,国 際会 計 基 準(以 下 で はIASと 表 記 す る)間 の不 一 致 も存 在 して い る。

(6)実 現 ・稼得過程ア プローチの特徴 は,販 売時点で利益を稼得 し,実 現す ると仮定す ることで あ

る。SFAC5号 における収 益の認識基準について,(a)実 現 したまたは実現 可能,あ るいは(b)稼得

した とい う2つ の要件 が規定 され てい る(FASB[1984],par.83,平 松 ・広瀬[1990],パ ラ

グラフ83)。 実現 したお よび実現可能 とい う用語 は,厳 密 な意 味で用 いられて お り,非 貨幣性資

産の現金 また は現金請求権 への転換 または転 換可能性 に焦点を合 わせ てい る(FASB[1984],

fn.50,平 松 ・広瀬[1990],脚 注(50))。稼得 とは収益 を生 み出す諸活動 すなわち仕 入,製 造,販

売,用 役の提供,財 貨の引渡 し,他 の企業 に資産の利用権を与え ること,契 約 によって特定 され

て いる事象 の発生等 を示す専門用語 である(FASB[1984],fn.51,平 松 ・広瀬[1990],脚 注

(51))o

(7)「 収益 ・費用 ア プロー チの支持者 たちは,一 期間 における収益 と費用の良好 もしくは適切な対

応を得 るた めに,資 産 ・負債 アプローチの支持者た ちが拒否す るような ある種の項 目を,通 常,

財政状態 ない し貸借 対照表 に積極 的に記載 しよ うとす る。 かか る項 目は しば しば 『繰延 費用』」

お よび 『繰延収益 ・引当金」 と呼ばれて いる。…… これ ら項 目は,企 業の経済的資源や,他 の実

体 に資源を引 き渡す企業の義務を表 さな いので,資 産 ・負債 とはいえな いが,に もかかわ らず繰

延費 用 および繰 延収益 ・引当金 は期 間利益 を適正 に測定 す るの に必 要 であ る と主張 してい る

(FASB[1976],par.51,津 守[1997],51項 」)。また,こ の点について,IASBの 「概念 フ レー

ムワー ク」(IASB[2001a],par.92,訳 書,パ ラグラフ92)を 参照 されたい。
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た と え ば,IAS11号 「工 事 契 約 」 とIAS18号 「収 益 」 は,同 一 の 取 引 に対 す る異

な る計上 方 法 を許 容 す る こ と によ り,基 準 間 の 矛 盾 が生 じて い る(8)(EFRAG[2007],

par.1.5)。 現 行IASに お け る認 識 基 準 は 内容 的 に不 一 致 か つ 不 完 全 な ので,簡 単 な

取 引 に適 用 で き るが,複 雑 な取 引 に妥 当 な認 識 基 準 は存 在 して い な い と窺 い知 る こ と

が で き る。

以 上 の 諸 要 因 を考 慮 す る な らば,理 論 上 の収 益 認 識 に関 す る会 計 ル ール 間 の矛 盾,お よ

び実 務 上 の収 益 の早 期 計 上 ・過 大 表 示 な ど の問 題 は,収 益 ・費 用 ア プ ロ ー チ に基 づ く伝 統

的 な 収 益 認 識 基 準 で あ る実 現 ・稼 得 過 程 ア プ ロ ー チ に起 因 す る と理 解 され る ので あ る。 利

益 の フ ロ ー計 算 を重 視 す る収 益 ・費 用 ア プ ロ ー チ は,収 益 認 識 を行 う際 に 「実 現 ・稼 得 」

概 念 を用 い,実 現 基 準 ・稼 得 基 準 ・対 応 原 則 を適 用 し,ス トック の変 動 を フ ロ ー の認 識 結

果 で 表 す 。 そ の実 現 基 準 ま た は稼 得 基 準 に お け る認 識 時 点 の不 明 瞭 性 に よ り,対 応 原 則 を

通 じて 計 上 す る項 目 の金 額 の合 理 性 に疑 惑 を抱 くこ と は考 え られ る。

したが って,実 現 ・稼 得 過 程 ア プ ロ ー チ の 内容 は 曖 昧 で あ りく9)(AAA-FASB[2007],

par.8),ま た,顧 客 と の取 引 に お い て,資 産 お よ び負 債 が どの よ う に生 じか つ変 動 す る

の か を無 視 し,収 益 の発 生 が 瞬 間 的 で は な く,累 積 的 な プ ロ セ スで あ る と い う収 益 の発 生

の 本 質 を把 握 す る こ とが で き な い に もか か わ らず,収 益 を計 上 して しま う と い う問 題 が 生

ず る。

指 摘 す る まで もな く,実 現 ・稼 得 過 程 ア プ ロ ー チ に基 づ く収 益 認 識 は,経 営 者 の意 図 に

よ り,会 計 処 理 が 異 な る もの に な る可 能 性 が あ る の に対 して,資 産 ・負 債 ア プ ロ ー チ に よ

る場 合 に は,収 益 を認 識 可 能 な時 点 に お け る資 産 ・負 債 の変 動 額 に よ り,収 益 の発 生 の本

質 を表 現 で き る収 益 額 が 導 か れ る と され て い る。 それ ゆえ,資 産 ・負 債 ア プ ロ ー チ は,包

括 的 な収 益 認 識 原 則 の開 発 に お いて,重 要 な位 置 を 占 め る と理 解 で き る ので あ る。 こ の点

につ いて は,本 稿 の後 半 に お いて 事 例 を用 いて 説 明 した い。

(8)具 体 的に,IAS11号 で は,工 事 進行基準 に基 づき,収 益 は契約 の完 成 につ いて必要 な作業を

履行す る と共 に発生 し,認 識 され ると規定 してい る。IAS18号 におけ る物品 の販売 によ る収益

は,物 品の所有 に伴 う重要な リスクお よび経済価値を実際 に移転す る時点で ある引渡時点で認識

され る(IASB[2001c],par.14,訳 書,パ ラグラフ14)が,役 務 の提供 に関す る認識基準 は,

物品 の販売 に関す る認識基準 と一致 して お らず,IAS11号 と同様 な工 事進行基準 に基 づいて い

る(IASB[2001c],par.20,訳 書,パ ラグラフ20)。 役務の提供 は経 済的 に物品 の販 売 と類似

す るので,同 様な会計処理を採用すべ きであ るが,現 行会計基準 に基づ いて異な る方法で計上 さ

れ る(EFRAG[2007],II.7)。

(9)実 現 ・稼得過 程ア プロー チにおける定義 の曖昧 さによ り,「実 現 した」 に関す る理解 は観念上

の定義に依存 する。 これ に対 して,資 産 ・負債 アプローチは,資 産 の増加,負 債 の減少 によって,

交換取引 と資産取引を除外 した部分を収益 として認識す る。つ まり,そ の収益の認識 は客観的な

事実(ス トックの変動)に 基づ いて いるか ら,経 営者の意図 に左右 されな い収益認識が可能 とな

る(松 本[2009],49頁)。
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皿 収 益 認 識 基 準 の 設 定 に 関 わ る 原 則 主 義 の 考 え 方

(1)経 済 的 実 質 主 義

会 計 基 準 の設 定 を あ ぐる共 通 の問 題 は,企 業 の現 状 な らび に過 去 の活 動 につ いて 経 済 的

実 質 を反 映 した情 報 を提 供 す る こ と に あ り,言 い換 え れ ば,取 引 の経 済 効 果 につ いて の正

確 な表 示 を 行 う こ とで あ る。 経 済 的 実 質 主 義 と は,IASBの 会 計 基 準 設 定 の 目的 の1つ

で あ る会 計 情 報 の 透 明 性 を高 め る とい う観 点(浦 崎[2008a],9頁)を 論 拠 と して お り,

会 計 基 準 設 定 の基 礎 に あ る考 え 方 を 表 した もの で あ る と言 え る。 例 え ば,実 質 優 先 思 考

(substanceoverform)に 基 礎 を 置 い て行 わ れ た リー ス会 計 基 準 の 改 訂 は,経 済 的 実 質

主 義 の 観 点 か ら基 準 設 定 が 行 われ た1つ の事 例 で あ る(lo)。

経 済 的実 質 主 義 の考 え 方 は,収 益 認 識 の議 論 へ も影 響 を与 え よ うに な って い る。 今 まで,

企 業 の業 績11)は,発 生,対 応,実 現 と い う三 つ の 計 算 原 則 に よ っ て規 定 され て き た。 す

な わ ち,収 支 計 算 を基 礎 とす る期 間 損 益 計 算 に よ って 期 間 利 益 が 計 算 され,貸 借 対 照 表 は

期 間 利 益 に作 用 しなか っ た残 余 の項 目 を次 期 へ 引 き継 ぐ連 結 帯 の機 能 しか なか っ た。 しか

し企 業 を取 り巻 く経 済 環 境 の変 化 に よ り収 益 ・費 用 ア プ ロ ー チ に基 づ く期 間 損 益 計 算 の限

界 が 顕 著 に な って き た。 た とえ ば,リ ー ス取 引 や デ リバ テ ィ ブ取 引 は伝 統 的 な期 間 損 益 計

算 で は簿 外 処 理 と され,そ れ らの取 引 に よ り生 じた多 額 の負 債 や 損 失 は計 上 され ず,自 己

責 任 で 意 思 決 定 を行 う投 資 者 の合 理 的 意 思 決 定 が 妨 げ られ て き た。 そ こで,リ ー ス取 引 の

資 本 化 や 金 融 商 品 を 中心 と した資 産 と負 債 の時 価 評 価 な い し公 正 価 値 測 定 が 行 われ る よ う

にな って き た。

こ の よ う な会 計 処 理 が妥 当 性 を 有 す るの は,SFAC5号 が包 括 利 益 とい う利 益 概 念 を導

入 し,資 産 ・負 債 ア プ ロ ー チ に基 づ く企 業 利 益 計 算 へ 転 換 した こ と を論 拠 と して い る もの

と考 え る こ とが で き る。 ス トック を重 視 す る資 産 ・負 債 ア プ ロ ー チ は,フ ロ ー を重 視 す る

収 益 ・費用 ア プ ロ ー チ に基 づ い て認 識 ・測 定 で きな い よ うな 項 目の認 識 ・測 定 を可 能 に し,

その結 果 と して 包 括 利益 を計 算 す る こ とが で き るの で あ るく12)。この段 階 で は,期 末 の ス トッ

qo)た とえば,所 有権移転外 ファイナ ンス ・リー ス取引 は,経 済面で は所有権移転 ファイナ ンス ・

リー ス取引 と異な る性質を有す るので,改 正前 リー ス会計基準 と同様 に両者を区分 してい るが,

会計処理面で は所有権の移転の有無 に関わ らず通常の売買処理 に準 じた会計処理 に一・本化 した こ

とで ある(茅 根[2007],78-79頁)。

㈲ この場合の業績 とは,貨 幣資本維持を 目的 と した貨幣資本利益を意味 し,配 当可能利益 と して

の性質が重視 された期間利益の ことを指 して いる。

(12)た とえば,こ の規定 によって,稼 得利益 は,包 括利益の一・部 と見な され,そ の余の部分 に外貨/
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クの測定属性として公正価値を選択 し,市 場の相場による評価という考え方がとられてい

るに過ぎないが,収 益認識の問題に公正価値会計を応用することにより,期 中の経済活動

を公正価値で測定 し,企 業業績を認識 ・測定するたあの一貫 した理論構築の必要性が認識

されるようにな ってきた。それがIASBとFASBに よる収益認識の測定モデルである

(詳細は浦崎[2008b]を 参照されたい)。

取得原価ベースの稼得利益に公正価値測定に基づ くその他の包括利益を加算 した包括利

益に基づいて企業業績を評価するという考え方は,投 資者保護を目的とする情報提供機能

重視の会計思考に基づ くものである。すなわち,企 業の発展と投資者の投資活動との間に

不可分の関係がある。投資者の投資資金は,企 業の通常の活動を運営するために必要な資

金源泉である。投資者は,企 業の財政状態と経営成績を掌握 した上で,当 該企業に対する

将来の リターンに関する期待を持ち,そ の期待と相関するような合理的な意思決定を行い,

また,一 定の期間後,投 資のリターンとして配当を受け取る。その際,投 資者は,当 該企

業の運営の現状と将来の運営方針を考慮 し,当 該企業への再投資あるいはその他の企業へ

の投資を決定する。 もし,投 資者が企業の財務情報を入手できない,あ るいはそれ らの財

務情報を理解できないなら,投 資者は配当だけではなく,投 資 した資金を回収できず,大

きな損失を被る場合がある。このような投資者の意思決定が企業の将来を左右するたあ,

投資者の権益 は保護 されるべきであ り,企 業は投資者の意思決定にとって有用な情報(13>

を提供 しなければならない。

投資者は,企 業が提供する財務諸表を通 じて意思決定を行うので,財 務諸表における情

報の品質は,投 資者の意思決定に影響を与えると考え られる。 しか し,企 業は投資活動を

誘引することを目的として,企 業に不利な情報を隠 し,財 務諸表に巧みな工夫を加え,経

済的実質を反映 しない情報を提供することもある。そのような経済的実態を知ることな く,

投資を行った投資者および債権者が多大な損害を被るような事態が生 じており,そ の結果

として企業の将来の資金調達が困難となると考え られる。このような点か ら,企 業の存続

発展は,ど のように投資者保護を実行するのかにかかっており,そ の1つ の考え方として

企業の経済的実質を反映できる財務諸表の作成に関する要請が高まっているのである。

＼換算修正,売 却可能証券の未実現利得および損失,あ るいはデリバティブの公正価値に基づく評

価差額などが包摂されることとなった(浦 崎[2002],144頁)。
(13)意思決定有用性を支えるものとして,意 思決定との関連性(本 稿の他の箇所では目的適合性と
表現することがある)と 信頼性という2つ の要件が必要である。意思決定との関連性とは,そ の
情報が意思決定に関連して企業価値の推定を可能にするものであることを指している。信頼性と
は,そ の情報が一定の水準で信頼のおける情報であることである。また,信 頼性は,中 立性,検
証可能性と表現の忠実性に支えられている(武 田[2008b],155-156頁)。
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(2)基 準 設 定 にお け る原 則 主 義 対 細 則 主 義 の 特 徴

経 済 的 実 質 主 義 は,会 計 基 準 設 定 の 原 則 主 義(principles-basedapproach)(14)と 細 則 主

義(rules-basedapproach)q5)に 関 す る議 論 の 中 に反 映 され て い る。 す な わ ち,経 済 環 境

の 変 化 に 伴 う細 則 主 義 か ら原 則 主 義 へ の会 計 基 準 の変 革(16)は 経 済 的実 質 主 義 を具 体 化 す

る もの で あ り,財 務 報 告 に取 引 の経 済 的実 質 を反 映 しよ う とす る こ とを 目的 と して い る(17)。

「原 則 主 義 」 と 「細 則 主 義 」 に つ い て の 定 義 は,必 ず し も明確 で は な い が,FASBは,

原 則 ベ ー ス 基 準 と細 則 ベ ー ス現 行 基 準 と の差 異 に つ い て,以 下 の よ うに述 べ て い る。 「一

般 に原 則 主 義 と は,① 原 則 が 現 行 会 計 基 準 よ り広 く適 用 され,そ れ に対 す る例 外 規 定 が ほ

と ん どな く,か つ,② 基 準 の適 用(FASB以 外 の基 準 も含 め て)に 関 す る解 釈 指 針 や 実

務 指 針 が 現 行 会 計 基 準 よ り少 な い基 準 設 定 ア プ ロ ー チで あ る(FASB[2002],p.5)。 」

細 則 ベ ー ス基 準 が 問 題 と され る の は,取 引 の真 の経 済 的 実 質 を反 映 で き な い会 計 処 理 が

生 じた り,ま た,そ れ らの会 計 基 準 の濫 用 に よ り,企 業 が 取 引 を創 作 す る機 会 を与 え られ

る と い うよ うな 点 で あ る(18)。ま た,現 在 の過 多 の 詳 細 な 細 則 は企 業 の要 請 に基 づ いて 作 成

され た とい う経緯 が あ り,原 則 べ 一 ス 基準 よ り多 くの ガ イダ ンスを 提 供す る(AAA[2003],

p.74)。 した が って,細 則 べ 一 ス の収 益 認 識 基 準 に基 づ い て,財 務 諸 表 の 作 成 者 が 自分 に

有 利 な 基 準 を選 択 し,巧 み な工 夫 を行 う た あ,財 務 報 告 の有 用 性 は損 な われ,ま た,収 益

(14)「原則主義」 は,抽 象的包括規定 に焦点を置 いて,作 成者 ・監 査人の判断 を要す るので,企 業

間の比較可能性や期間の首尾一貫性を損 う可能性が あるが,適 切 に運用 されれば,取 引の経済的

実質を反映 した財務報告を促進す ることがで きる考え方であ る(AAA[2003],p.74)。

㈲ 「細則主義」 は,会 計基準 の適用 に関す るすべて の事態 に対応 す るため に,詳 細 かつ網羅的 に

ルールを設定 して,財 務諸表の利用者の裁量の余地を狭 めて比較可能性 を高 める(茅 根[2007],

76頁)反 面,経 済的実質が看過 され る危険を もつ考え方であ る。

q6)完 全な細則主義か ら完全な原則主義への変革 は連続的であ り,こ の 中で最 も重要なの は,改 訂

基準を どの ように位置づ けをす るかの問題で ある。すなわ ち,原 則ベー ス基準 は,ど の ような範

囲まで 「単純 な」方法で取引の基礎 にある経済的事実関係 を反 映できるかであ る(AAA[2003],

p.80)O

q7)こ の ような会計基準の変革 は,20世 紀の生産財を 中心 と した 「プロダク ト型市場経済」か ら,

金融財を中心 とした 「ファイナ ンス型市場経済」へ移行 して,21世 紀の無形財 に重点を置 く 「知

識情報型経済」 に至 った過程 に沿 った もので あると考え られ る。そのた め,会 計基準変革の特徴

は,「認識面 にお ける資産 ・負債 アプローチ による資産負債 の認識 と費用処理,ま た,資 産の測

定面での公正価値の拡充化(古 賀[2007],4頁)」 を指摘で きよう。 これ は,有 形財を中心 と し

た経済か ら無形価値(フ ァイナ ンスや知識情報)へ の経済的基盤の移行 を背景 として,取 引の経

済的実質 を適切 に反映す る会計基準 を構築 しようとす るこ とであ る。具体的 には,武 田[2008]

(75-76頁)を 参照 された い。

(18)た とえば,リ ース会計基準の事例を挙 げることがで きる。改正前の リー ス会計基準 にお ける所

有権移転 ファイ ナンス ・リー スの1つ の判断基準で ある現在価値基準 によ り,リ ー ス料総額の現

在価値が見積購入額の90%以 上の リー ス取引 は所有権移転 ファイ ナンスと して判断 され,計 上 さ

れ ると規定す る一方で,90%以 下の リー ス取引 は,所 有権移転外 ファイ ナンス ・リー ス取引 と し

て例外処理を認 められ る。現在価値が90%と89%で ある2つ の リース取引 につ いて,経 済的 に類

似す るが,会 計上の処理方法 は異な って いる。 また,借 手が リー ス取引の計上を避 けるため に,

現在価値基準お よび経済的耐用年数基準を満た さな いような短期間の リー ス契約を創作す ること

が考え られ る。
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認 識 基 準 の設 定 は新 しい取 引 形 態 の 出現 に追 い付 け な い苦 しい立 場 に な って い る。

そ の一 方,原 則 ベ ー ス基 準 の 採 用(19)に よ って,収 益 認 識 基 準 の絶 対 量 は少 な くな って

お り,ま た,基 準 が 想 定 して い な い実 態 に直 面 す る場 合 に は,概 念 フ レー ム ワ ー ク に お け

る資産 ・負 債 お よ び収 益 に 関す る記述 に立 ち返 って,判 断 す る こ とがで き る(鶯 地[2009],

31-32頁)と い う利 点 が あ る。

収 益 の 早 期 計 上 ・過 大 表 示 な ど の問 題 は,取 引 の経 済 的 実 質 を完 全 に反 映 で き な い収 益

認 識 基 準 に基 づ く結 果 で あ る。 伝 統 的 な収 益 認 識 基 準 は,単 純 な販 売 取 引 に は妥 当性 を有

す るが,複 数 要 素 契 約 の よ う な複 雑 な取 引 に対 応 で き な い た あ,財 務 諸 表 の作 成 者 に取 引

を創 作 す る機 会 を与 え,類 似 す る取 引 に対 して 異 な る会 計 処 理 を行 い,あ る い は それ らの

取 引 に 関す る ガ イ ダ ンス の 提 供 が で き な い との批 判 が あ るの で あ る⑫①。 米 国 は,2002年 の

企 業 改 革 法 ⑦1)(以下 で はSOX法 と表 記 す る)の 施 行 に よ り,「 細 則 主 義 」 か ら 「原 則 主

義 」 へ の変 更 の 動 き を加 速 し,「 収 益 に 関 す る新 しい包 括 的 な 会 計 基 準 」 の設 定 を め ぐっ

て,細 則 主 義 の抑 制 と原 則 主 義 の強 化 と い う結 論 を付 け た(津 守[2003],19頁)。

IV欧 州 提 案 に よ る 収 益 の 定 義

す べ て の業 種 お よ び事 業 に適 用 で き る包 括 的 な原 則 を開 発 しよ う とす る こ とで な けれ ば

な らな い(EFRAG[2007],par.1.26)こ と に よ り,欧 州 提 案 は,損 益 計 算 書 に お いて

どの よ う な項 目 を認 識 す べ きで あ る のか,ま た は,そ れ らの項 目 を ど の よ う に認 識 す べ き

で あ るの か に焦 点 を合 わせ て い る(EFRAG[2007],par.1.27)。

そ れ らの 問 題 を解 決 す る前 に,ま ず 収 益 の定 義 が 検 討 され て い る。IASBは,イ ン カ

qg)米 国会計 学会(以 下 ではAAAと 表記 する)は,原 則主義 に基づ く会計基準 の特徴 を以下の

ように記述 して いる。①取引の形式 よ りむ しろ経済的実質を財務報告で反映すべ きで あること。

②基準 の本 旨に属す る特定の取引を言及すべきであ ること。⑧認識 ・測定を含む概念 フレームワー

クによって,取 引の経済的事実関係 と財務諸表 との間の写像を言及すべ きで あること。④典型的

な取引を取 り扱 う一・般原則の適用事例 によって,実 行ガ イダンスを言及す ること。⑤基準の理解

可能性を高 めるコンセ プ トの 「名称」の作成 に慎重であ るべ きで あること。⑥報告 された取引の

経済的事実関係 に関す る記述への要請,報 告 に関す る想定,お よびその経済的事実関係 と当該報

告 に対す る理解 に役立つ情報 を含 むべきである こと(AAA[2003],・ ・79-80)。 それ らの特徴

を含 む原則 ベース基準 は,正 確 に運用 されれば,FASBの 「目的適合 性 と信頼性 を柱 として い

る財務報告の有用性を高め る」 という目的を支持す ると言え る(AAA[2003],p.74)。

(20)た とえば,米 国で は,包 括 的な収益 認識基準 は存在せ ず,140以 上の公表物 におけ る細則 は必

ず しも整合的な もの とは言えな いのであ る。すなわ ち,収 益 ・費用ア プロー チで は,す べての環

境状況下ですべての取引 に適用で きる包括的な収益認識基準を開発で きな いと認識で きると指摘

されてい る(万 代[2008],18-19頁)。

⑳SECは108項 目を含 むSOX法 によ って,原 則主義 に基 づ く会計 システムの採用 に関 して研

究を行 って いる(KatherineSchipper[2003],p.61)。

633(633)



第56巻 第1号

ム(income)を 「収 益(revenue)と 利 得(gain)の 両 方(IASB[2001a],par.74,訳

書,パ ラ グ ラ フ74])」 を含 む広 義 の 概 念 と して捉 え,「 当該 会 計 期 間 中 の資 産 の 流 入 若 し

くは増 価 又 は負 債 の減 少 の形 を と る経 済 的 便 益 の増 加 で あ り,持 分 参 加 者 か らの拠 出 に関

連 す る もの以 外 の持 分 の増 加 を生 じさせ る もの を い う(IASB[2001a],par.70,訳 書,

パ ラ グ ラ フ70)」 と定 義 して い る。 そ して,「 収 益 は,企 業 の通 常 の活 動 の過 程 に お いて 発

生 し,売 上,報 酬,利 息,配 当,ロ イ ヤ リテ ィ ー及 び賃 貸 料 を含 む 様 々 な名 称 で 呼 ばれ て

い る(IASB[2001a],par.74,訳 書,パ ラグ ラ フ74)。」 欧 州提 案 で は,IASB概 念 フ レー

ム ワ ー ク に お け る収 益 の定 義 を勘 案 して,「 収 益 と は,顧 客 契 約 に基 づ い て行 わ れ る活 動

に よ り生 じる,資 産 の流 入 も し くは増 加,ま た は負 債 の減 少 の形 を と る特 別 タ イ プ の経 済

的 便 益 の増 加 で あ り,所 有 者 持分 を増 加 させ る もの で あ る(EFRAG[2007],par.2.23)」

と い う定 義 が 導 か れ た⑳。

ま た,収 益 に 関 す る属 性 を 以 下 の よ う に ま と め る こ とが で き る(EFRAG[2007],

pars.2.14-2.33)o

(a)収 益 は特 別 の タ イ プ の資 産 の増 加 あ る い は負 債 の減 少 で あ る。

(b)収 益 は グ ロ ス概 念 で あ る。

(c)収 益 は必 ず し も強 制 的 な権 利 と義 務 のみ か ら発 生 す る もので は な い。

(d)収 益 は顧 客 契 約 に従 って 行 われ る活 動 の一 種 の尺 度 で あ る。 契 約 が 締 結 され な けれ

ば,収 益 は発 生 しな い。 収 益 は契 約 締 結 時 点 に発 生 しな い。

(e)収 益 は必 ず し も交 換 を伴 う もので は な い。

(f)収 益 は通 常 の活 動 の過 程 を通 じて 生 じる もので あ る。

以 上 要 約 した収 益 属 性 を考 慮 した上 で,実 務 上 の収 益 概 念 も導 か れ た。 収 益 と は 「企 業

が 顧 客 契 約 に従 って,活 動 を遂 行 す る こ とか ら生 じる,経 済 的 便 益 の グ ロ ス ・イ ンフ ロ ー

で あ る(EFRAG[2007],par.2.34)」 。

(22)IASB・FASBは2003年 に収 益の定義に関 して,① 流入総額説(grossinflowview),② 負債

消滅説(liabilityextinguishmentview),③ 付加価 値説(valueaddedview),④ 広義 履行説

(broadperformanceview)と い う4つ の考 え方 を提示 した。 その中で,収 益 を 「報告 企業が

主 として義務を負 ってい る履行義務の消滅 によって生 じる企業の負債の減少」 と定義す る負債消

滅説 と収益を 「究極 に顧客 に引 き渡 され る製品の提供 に必要不可欠な活動を企業 自身が行 うこと

によって生 じる報告企業の資産の増加 また は負債の減少」 と定義す る広義履行説 は多 くの ボー ド

メンバー に支持 されてい ると述べ られて いる(辻 山[2005],5-6頁,津 守[2003],21-22頁,万

代[2008],19-20頁)。 欧州提案 による収 益の定義 は,契 約 の存 在を強調す るが,企 業 自身の生

産活動 にも注 目してお り,ま た,資 産の増加 あるいは負債の減少を収益の発生 として規定 して い

るため,負 債消滅説 と広義履行説が結合 した姿 に見え る。
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V欧 州 提 案 に お け る 収 益 認 識 ア プ ロ ー チ

(1)欧 州 提 案 に よ る 収 益 認 識 ア プ ロ ー チ の 全 体 像

欧 州 提 案 は,「 資 産 と 負 債 に お け る 測 定 可 能 な 変 動 」 と い う 収 益 の 定 義 か ら 出 発 す る こ

と に よ り,資 産 ・負 債 ア プ ロ ー チ に 基 づ き,収 益 認 識 ア プ ロ ー チ を 提 示 し(辻 山[2008],

47頁),「 収 益 は い つ 発 生 す る の か 」 に つ い て,契 約 の 履 行 を 顧 客 の 視 点 か 供 給 業 者 の 視 点

か い ず れ に よ っ て 評 価 す べ き か を 議 論 し(23>(EFRAG[2007],par.3.36),決 定 的 事 象 ア

プ ロ ー チ(criticaleventapproaches)と 継 続 ア プ ロ ー チ(continuousapproaches)を

提 案 し た 。

す な わ ち,決 定 的 事 象 ア プ ロ ー チ は,契 約 し た 何 らか の 履 行 に 着 目 し た ア プ ロ ー チ で あ

り,ア ウ ト ・プ ッ トに 着 目 し,顧 客 の 視 点 に 立 脚 して い る と さ れ て お り,IAS18号 は 基 本

的 に こ の ア プ ロ ー チ を 採 用 し て い る と 理 解 で き る(EFGAG[2007],par.4.1)。 そ の 一

方,継 続 ア プ ロ ー チ は,履 行 義 務 の 遂 行 に 焦 点 を 合 わ せ た イ ン ・プ ッ トを 重 視 し,供 給 業

者 の 視 点 を 反 映 して お り,IAS11号 に お け る 工 事 進 行 基 準 に 基 づ く単 純 な 進 捗 率 法 ⑳ と

類 似 して い る(EFRAG[2007],par.4.7)。

欧 州 提 案 は,各 々 の ア プ ロ ー チ を 図 表1の よ う に ま と あ て い る 。

図 表1欧 州 提 案 にお ける4つ の 収 益 認 識 アプ ロー チ

資産・負債アプローチ
=収益は資産・負債における変動を測定する尺度である

決定的事象アプローチ(IAS18号 と類似する)継 続アプローチ(IAS11号 と類似する)

収益は、供給業者が契約に基づく履行義務を遂 収益は契約完了へ向けて進捗する(進捗

行すると共に、発生する。 率)。

アプローチAア プローチBア プローチCア プローチD
契約完了時点 部分契約に基づく履行義 部分契約に基づく履行義 契約の過程を通じて、す

で収益を認識 務が遂行されたときに、 務が遂行されたときに、 なわち、契約の進捗と企

する。 収益を認識する。(部分契 収益を認識する。(部分契 業の履行状態に応じて、

約が契約条項によって定 約が経済的尺度として定 収益を継続的に認識す

義される)義 する)る 。

出所:欧 州提案(EFRAG[2007])の パ ラ グラフ5.6の図 に基 づき作成 した もので ある。

また,こ の図については,草 野[2008]の 図表1に おいて も検討 されてい る。

3)欧 州 提 案 に お い て,選 択 視 点(perspectiveview)は,必 ず し もそ の他 の視 点 よ り優 れ て い る

の で はな く,対 応 す るア プ ロー チ に適 合 す る一 方 で,そ の 他 の ア プ ロー チ に適 合 して いな い可 能

性 も あ る と指 摘 され て い る(EFRAG[2007],par.3.38)。

⑳IAS11号 は,工 事 契 約 に お け る収 益 お よ び費 用 の認 識 に つ い て,以 下 の よ うに 規 定 して い る。

「工 事 契 約 の結 果 が 信 頼 性 を も っ て見 積 も る こ とが で き る場 合,そ の 工 事 契 約 に 関連 した 収 益 お

よび 原 価 は,そ の 請 負 業 務 の 貸 借 対 照 表 日現 在 の 進 捗 度 に応 じて,収 益 お よ び費 用 と して 認 識 し

な けれ ば な らな い」(IASB[2001b],par.22,訳 書,パ ラ グ ラ フ22)
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決 定 的事 象 ア プ ロー チ と は,「 契 約 上 の特 定 事 象 あ る い は 閾 値(決 定 的 事 象)に 達 した

と き,契 約 に基 づ く(全 部 また は一 部 の)収 益 を 認識 す る(EFRAG[2007],par.3.33)」

考 え方 で あ る。 これ に対 して,継 続 ア プ ロ ー チ(ア プ ロー チD)と は,「 契 約 の進 捗 と供

給 業 者 の 履 行 と共 に,契 約 の 過 程 を通 じて 収 益 を継 続 的 に認 識 す る(EFRAG[2007],

par.4.2)」 考 え方 で あ る。

(2)決 定 的 事 象 ア プ ロ ー チ

本 稿 で は,物 品 の 販 売,役 務 の 提 供 お よ び 複 数 要 素 契 約 に 関 す る3つ の事 例(25)を 通 じ

て,決 定 的 事 象 ア プ ロ ー チ と継 続 ア プ ロ ー チ を説 明 す る。

事 例1一 椅 子 の購 入(物 品 の販 売)

顧 客 は,小 売 業 者 か ら椅 子 を購 入 し,車 で運 ん だ。

事 例2清 掃 契 約(役 務 の提 供)

顧 客 は清 掃 作 業 員 と契 約 を締 結 した。 清 掃 作 業 員 は1年 間 に わ た って毎 日同様 な清 掃

サ ー ビス を提 供 しな け れ ば な らな い。

事 例3一 コ ン ピ ュー タ(複 数 要 素 契 約)

顧 客 は,供 給 業 者 に特 定 の コ ン ピ ュー タ お よ び在 庫 の ソ フ トウ ェア を注 文 す る。 供 給

業 者 は,コ ン ピ ュー タ と ソ フ トウ ェア を 引 き渡 した後,コ ン ピ ュー タ の設 置 とテ ス トを

行 い,ま た,コ ン ピ ュー タ と ソ フ トウ ェア の使 用 を指 導 す る。 この事 例 は,2つ 以 上 の

要 素(す な わ ち,コ ン ピ ュー タ の提 供,引 渡,設 置,テ ス トお よ び指 導)を 含 む複 数 要

素 契 約 に 関す る事 例 で あ る。

① ア プ ロ ー チA一 契 約 完 全 遂 行 ア プ ロ ー チ

ア プ ロ ー チAは,顧 客 契 約 に基 づ くす べ て の履 行 義 務 を 遂 行 した とき(26),収益 を 一 括 し

て 認 識 す る方 法 で あ る。 ア プ ロー チAの 前 提 は,「 資 産 の増 加 また は負 債 の減 少 は 獲 得 し

た対 価 に 対 す る請 求 権(rightstoconsideration)の 形 で,契 約 の 完 了 時 点 の み に,発

生 す る(EFRAG[2007],par.3.14)」 とい う こ とで あ る。 ア プ ロー チAに 基 づ いて,契

約 完 全 遂 行 の尺 度(EFRAG[2007],par.3.13)で あ る収 益 は,「 供 給 業 者 が 顧 客 契 約 に

(25)こ の3つ の事例 に関 して,EFRAG[2007]の パ ラグ ラフ3.4を参照 された い。

6)履 行義務の完了 に基づ く収益認識 アプロー チにしたが って収益を認識す る場合 には,供 給業者

はその履行義務を遂行す る証拠が必要で ある。すなわ ち,供 給業者 は正確な場所で正確な時間 に

正確な状態で正確 な商品 ・サー ビスを提供 しなければな らない(EFRAG[2007],par.3.40)。

多 くの契約 にお いて,供 給業者が履行義務を遂行 したか否かを判断す る方法 は,通 常契約条項で

明示 的 に規定 され てお り,契 約金 が顧客 の承認(customeracceptance)の 証拠 とな ってい る

(EFRAG[2007],pars.3.40-3.41)。 しか し,契 約 は複雑かつ長期 で ある場合 に,顧 客 の承認

を保証す るため に,明 示的な顧客の承認を規定す る必要があ る(EFRAG[2007],par.3.42)。
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基 づ い て す べ て の履 行 義 務 を 完 了 した と き に,発 生 す る(EFRAG[2007],par.3.8)」

と規 定 され て い る。

事 例1で は,小 売 業 者 は,引 渡 時 点 に対 価 に対 す る請 求 権 を獲 得 し,収 益 を認 識 す る

(EFRAG[2007],par.3.9(a))o

事 例2に お い て,清 掃 契 約 は365日 に わ た る同 一 の 単 独 の契 約(日 常 契 約)と して 考 え

られ る。 清 掃 作 業 員 は,毎 日履 行 義 務 を遂 行 し,遂 行 時 点 に完 了 した作 業 に関 す る対 価 に

対 す る請 求 権 を獲 得 し,収 益 を認 識 す る(EFRAG[2007],par.3.9(c))。

事 例3は 複 数 要 素 契 約 で あ る た あ,ア プ ロ ー チAに 基 づ いて う ま く取 り扱 われ な い。 供

給 業 者 が 顧 客 契 約 を完 全 に遂 行 す る まで,全 額 の対 価 に対 す る請 求 権(お よ び収 益)は 発

生 しな い(EFRAG[2007],par.3.9(e))。

ア プ ロ ー チAは 現 行IASB概 念 フ レー ム ワー ク と資 産 ・負 債 ア プ ロ ー チ に基 づ いて い

るが,収 益 の発 生 を契 約 完 了 時 点 のみ に限 って い る と い う前 提 は不 確 実 で あ る と考 え られ

る。 そ の た め,ア プ ロー チAは 簡 単 な 取 引(事 例1)に 対 応 で き るが,よ り複 雑 な 取 引

(事例2)に 不 十 分 で あ り,複 数 要 素 契 約(事 例3)に 機 能 して い な い と言 え る。

② ア プ ロ ー チB一 ア プ ロ ー チAの 対 価 に対 す る請 求 権 に焦 点 を合 わせ る修 正

対 価 に対 す る請 求 権 が 契 約 完 了 時 点 のみ に生 じる と い う ア プ ロ ー チAの 前 提 に対 して,

ア プ ロ ー チBは,法 律 上 の契 約 条 項 に よ り,対 価 に対 す る請 求 権 が 契 約 完 了 時 点 前 に生 じ

る こ と を前 提 と して(EFRAG[2007],par.3.17),こ の請 求権 が契 約 完 了 時 点 以 外 に い

つ 発 生 す る のか を問 う⑳。

ア プ ロー チBは,請 求 権 の発 生 時 点 に よ って 顧 客 契 約 を 部 分 契 約 ㈱ ま で 分 割 す る こ と

を必 要 と して い る(EFRAG[2007],par.3.19)。 この よ うな ア プ ロー チ に基 づ く収益 は,

「企 業 が 顧 客 と の 部 分 契 約 に よ り生 じ るす べ て の 履 行 義 務 を 遂 行 した と き に 発 生 し

(EFRAG[2007],par.3.20)」,顧 客 との 部 分 契 約 を 遂 行 す る度 に認 識 され る。

伽 ア プロー チAも ア プローチBも,対 価 に対す る請求権を言及 したが,こ の ような権利 はいつ発

生す るのかを分析 しようとす る試み は今 まで にはな いもので ある。同様な契約 に基づ いて行われ

る活動は,そ れぞれの国の法律 フ レー ムワー クに依存 して いるので,異 な る対価 に対す る請求権

とな る可能性が ある(EFRAG[2007],par.3.38)。 そのため,対 価 に対す る請求権 に基づ いて

原則ベー スの収益認識原則を構築す ることは困難なので,資 産の増加 また は負債の減少 に焦点を

合わせ るべ きで ある。

(28)ア プロー チBに お ける部分契約 は,全 体契約で規定 され る1つ あるいは1つ 以上の履行義務を

含んでお り,そ れ らの履行義務が完全 に遂行 された とき,対 価 に対す る請求権 は発生す る。対価

に対す る請求権 が契 約完了時点 のみに発生 す る場合 には,「部分 契約」 は全体契約 として理解 さ

れ る(EFRAG[2007],par.3.20)。
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事 例1は,対 価 に対 す る請 求 権 を言 及 す る契 約 条 項 が 存 在 しな い た あ,契 約 の分 割 を必

要 と しな い。

事 例2で は,契 約 条 項 で 対 価 に対 す る請 求 権 が 毎 月 の終 わ りに発 生 す る と規 定 され る場

合 に は,清 掃 契 約 を12個 の契 約(一 ケ月 を単 位 と して)ま で 分 割 す る。 それ ぞれ の部 分 契

約 に基 づ く当月 の履 行 義 務 が 完 了 した と き に,対 価 に対 す る請 求 権 と収 益 は発 生 す る。

事 例3に 関 して,対 価 に対 す る請 求 権 は,コ ン ピュ ー タ と ソ フ トウ ェ ア の提 供 ・設 置 ・

テ ス トを実 行 す る と き に発 生 した部 分,お よ び コ ン ピュ ー タ の指 導 を提 供 す る と き に発 生

した部 分 を包 含 す るが,収 益 は,コ ン ピュ ー タ と ソ フ トウ ェ ア の提 供 ・設 置 ・テ ス トを完

了 した時 点 で 直 ち に発 生 す る(EFRAG[2007],par.3.21(c))。

ア プ ロ ー チBは,簡 単 な取 引 に対 して ア プ ロ ー チAと 同様 な会 計 処 理 を行 うが,よ り複

雑 な 取 引 の 場 合 に は,契 約 条 項 に よ っ て,収 益 を よ り早 い 時 点 で 認 識 す る こ と に な る

(EFRAG[2007],par.3.22)。 そ れ ゆ え,ア プ ロ ー チBは,経 済 的 に類 似 す る2つ の 取

引 を異 な る方 法 で 計 上 す る危 険 性 を孕 ん で い る(29)。

③ ア プ ロ ー チC一 顧 客 に と って 価 値 の あ る ア ウ ト ・プ ッ ト項 目 ご と の契 約 分 割

ア プ ロ ー チCは,「 取 引 の 形 式 的 よ り実 質 的 に履 行 す る こ と につ いて は配 慮 が な され て

い な い(EFRAG[2007],par.5.14)」 と批 判 され るア プ ロー チBを 修 正 し,対 価 に対 す

る請 求 権 に焦 点 を合 わせ ず,契 約 の本 質 に よ る契 約 分 割 を前 提 とす る もので あ る。 す な わ

ち,ア プ ロ ー チCは,契 約 を 顧 客 に と って 価 値 の あ るア ウ ト ・プ ッ ト項(30)ご と に分 割

し,収 益 を そ の部 分 契 約(31)の履 行 に応 じて認 識 す る方 法 で あ る(辻 山[2008],49頁)。

事 例1は,部 分 的 な ア ウ ト ・プ ッ ト項 目が 存 在 して い な い た あ,ア プ ロ ー チA・Bと 同

じよ う に,椅 子 の引 渡 時 点 に収 益 を認 識 す る。

(29)ア プ ロー チBに 対 してな され る批 判 の焦 点 は,契 約 条項 が取 引 の本 質 に影 響 す るか否 か

(EFRAG[2007],par.3.23),ま た,対 価 に対す る請求 権の発 生 を どの よ うに判 断す るのか

(EFRAG[2007],par.3.24)に 関す ることである。前者 に対 して,も し,契 約事項が取引の本

質 に影響すれば,契 約条項 による契約分割 は合理的だ と考え られ るが,も し,影 響 しな けれ ば,

契約 は取引の本質 によって分割 され るべ きで ある。後者 に対 して,明 らかな顧客の承認以外の証

拠 による判断 は困難であ る。

(30)顧 客 にと って価値の ある項 目ご との契 約分割 に関す る基礎 的な考え方 とは,「企業 は顧客契約

に基づ く活動 を行 うとき に,顧 客 にとって価値の ある ものを作 り出 し,収 益 を対価 と して得 る

(EFRAG[2007],par.3,62)」 ことであ る。顧客 に とって価値 のあ る部分的 なアウ ト・プ ッ ト

とは,そ れだ けで使用可能か販売可能な項 目の ことであ る。 また,顧 客 にとって価値のあ る項 目

であ るか否かを直接 に判断す ることがで きるが,場 合 によって間接 にしか判断で きな い場合 もあ

る(EFRAG[2007],pars.3.64-3.65)。

⑳ ア プロー チCに お ける部分契約 は,使 用価値を反映す る価格で,使 用可能かつ販売可能な アウ

ト・プ ット項 目の製造 にとって必要な作業を包含す る(EFRAG[2007],par.3.66)。
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事 例2に お い て,毎 日の 清 掃 活 動 は単 独 の部 分 契 約 と して 取 り扱 わ れ る㈱。 収 益 は,清

掃 作 業 員 が 毎 日の履 行 義 務 を遂 行 す る限 り,毎 日認 識 され る。

事 例3は,契 約 を ア ウ ト ・プ ッ ト項 目ご と に(す な わ ち,顧 客 に と って価 値 の あ る部 分)

分 割 し,必 要 な作 業 が 完 了 した時 点 で,収 益 を個 別 に認 識 す る(33)。

ア プ ロー チCは,複 数 要 素 契 約 の 分 割 に 明 瞭 な 原 則 を 提 供 す る こ と が で き,決 定 的 事

象 ア プ ロー チ の 中 で 最 も見 込 み の あ る ア プ ロー チ で あ る一 方 で(EFRAG[2007],par.

5.18),他 の ア プ ロー チ と比 べ て 多 くの複 雑 な 判 断 を必 要 と し,ま た,一 貫 して適 用 す る

た め に 多 くの 細 則 が付 属 す る(EFRAG[2007],par.3.81)た め,理 想 的 な原 則 べ 一 ス

の 収 益 認 識 原 則 を開 発 す る 目的 を満 た さ な くな る。 ま た,ア プ ロ ー チCに 関 して,収 益 を

部 分 契 約 の完 了 時 点 に 認 識 す る こ とが 正 確 な の か㈹,あ る い は,顧 客 契 約 に基 づ いて 行 う

活 動 以 外 の活 動 に よ り,収 益 が発 生 しな い のか に関 す る疑 問 は生 じる(35)(EFRAG[2007],

par.3.72)o

(3)継 続 ア プ ロ ー チー ア プ ロ ー チD

ア プ ロ ー チDと は 「契 約 の 進 捗 く36)と供 給 業 者 の 履 行(3のと共 に,契 約 の 過 程 を通 じて 収

益 を継 続 的 に認 識 す る(EFRAG[2007],par.4.2)」 考 え 方 で あ り,極 端 な分 割形 式 を

必 要 とす る㈱ 決 定 的事 象 ア プ ロー チ と して も考 え られ る(EFRAG[2007],par.4.5(a))。

(32)清 掃活動で反映 させ る価値 は,物 品の使用価値で はな く,顧 客 にとって有用性のあ る消耗的な

ものであ る。

㈱ ここで注意すべ き点 とは,コ ンピュー タを機能 させ る専門の ソフ トウェアが必要な場合 には,

コンピュー タの提供 により生 じる収益 とソフ トウェアの提供 ・イ ンス トール により生 じる収益を

別 々に認識かつ計上す ることが不適切で あることで ある(EFRAG[2007],par.3.67)。

図 すなわ ち,ア プローチCが 顧客 にとって価値の ある項 目毎 に契約を分割 し,そ れぞれの部分契

約の完了時点 で収益 を認識す ることは,契 約の本質を反映することになるのか とい う問題 である。

(35)こ の疑 問について,欧 州提案は水泳 プールの建設 に関す る事例を挙 げている(EFRAG[2007],

pars.3.70-3.72)。 供給業者 は契約を完了す るたあに,3つ の段 階の作 業を行 う。第1段 階 は設

備を顧客の庭 まで移動 させ ることで あ り,第2段 階 は採掘工事で あ り,第3段 階 は,穴 を ポンプ

でつなげ ることであ る。第1段 階 は収益を直接 に生み出す ことがで きな いが,契 約完了 にとって

不可欠なので,こ の段階で収益 は発生す る可能性が あるのか に関す る疑問で ある。

(36)「契約の進捗」が次 の4つ の場合 に測定 できる と示 されてい る(EFRAG[2007],par.4.3)。

(a)供給業者が契約の固有 リスクを負 う時;(b)取 引の固有 リスクが減少 され,ま た,供 給業者 によっ

て解除 され る時;(c)契 約 に基づ いて製造 された商品の価値が増加す るとき;(d)時 間の経過 と共 に

(EFRAG[2007],pars.4.6-4.14)o

Gの 供給業者の履行を どの ように判断す るのか はア プロー チDに お いて最 も重要な ことであ る。欧

州提案で は,供 給業者の履行を供給業者 自身 に負わせ るコス トによって判断す ると結論付 けた。

継続 アプローチの適用 にあた って,契 約の進捗が供給業者 に負わせ るコス トで測定 されれば,供

給業者が商品の所有 ・回収 ・引渡を可能 にす るときに,商 品の販売 コス トは収益認識 により供給

業者 に負わせ ることにな る(EFRAG[2007],par.4.50)。

(38)継 続ア プロー チは,一 見,契 約分割を必要 と しな いように見え るが,以 下の2つ の理 由で分割

す る必要が あると考え られ る。 まず,す べての部分契約 に対 して契約進捗を適切 に測定す ること

は困難であ る。次 に,実 務上契約分割 による異な る部分契約 に対 して各種の測定方法を用 いるこ

とになるが,進 捗測定間の差異 が認め られれば,分 割は可能であ る(EFRAG[2007],par.4.16)。
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ア プ ロ ー チDは,「 供 給 業 者 の 契 約 の履 行 に対 して,こ れ ま で 何 を遂 行 した の か を 問 う

(EFRAG[2007],par.5.5)」 方 法 で あ る。 ア プ ロー チDに 基 づ く収 益 は,収 益 は契 約 の

進 捗 と供 給 業 者 の履 行 活 動 に限 られ,契 約 の過 程 を通 じて 継 続 的 に生 じて い る。

事 例1は,決 定 的 事 象 ア プ ロ ー チ と 同様 に,収 益 を椅 子 の引 渡 時 点 に認 識 す る。

事 例2は,ア プ ロ ー チCと 同様 に,同 額 の収 益 を毎 日認 識 す る。

事 例3は,供 給 業 者 が 契 約 完 了 を期 待 し,契 約 の成 果 を信 頼 性 を もって 見 積 る こ とが で

き るな ら(39),収益 を 契 約 の 進 捗 に応 じて 認 識 す る。

継 続 ア プ ロ ー チ と決 定 的 事 象 ア プ ロ ー チ と の 区別 を詳 細 に説 明 す る た あ に,よ り一 層 複

雑 な複 数 要 素 契 約(EFRAG[2007],par.4.30)を 挙 げ た い。

事 例4-IT企 業

供 給 業 者 は,顧 客 ヘ コ ン ピ ュー タ の ハ ー ドウ ェア ・シス テ ム を提 供 か つ 引渡 した後,

当該 コ ン ピ ュー タ の み に使 え る ソ フ トウ ェア を イ ンス トー ルす る契 約 を締 結 す る。 ソ フ

トウ ェア をイ ンス トー ルす る まで,ハ ー ドウ ェア の使 用 が で き な い。 契 約 条項 に よ って,

コ ン ピ ュー タ のハ ー ドウ ェア は95%の 価 値 を 占め て お り,ソ フ トは5%の 価 値 を 占め る

と規 定 され て い る。

この事 例 につ い て,ア プ ロー チAとBは 契 約完 了 時 点 ま で,収 益 を認 識 しな い。 ア プ ロ ー

チCは,そ の他 の市 場 参 加 者 が 特 定 の ソ フ トウ ェ ア を提 供 か つ イ ンス トール す る こ とが で

き るか否 か に依存 す る。す なわ ち,市 場 参加 者 が で き る場 合 には,会 計 上 の処 理 はア プ ロ ー

チA・Bと 同様 に行 われ るが,市 場 参 加 者 が で き な い場 合 に は,契 約 はハ ー ドウ ェ ア の提

供 ・引 渡,お よ び ソ フ トウ ェ ア の イ ンス トール と い う2つ の部 分 契 約 まで 分 割 され,収 益

は,そ れ ぞれ の部 分 契 約 の完 了 時 点 に,部 分 契 約 ご と に認 識 され る。

一 方
,継 続 ア プ ロ ー チ に基 づ いて,こ の よ う な複 数 要 素 契 約 の会 計 処 理 は よ り簡 単 で あ

る。 決定 的事 象 ア プ ロー チ に基 づ く収 益 は,ソ フ トウ ェアの イ ンス トー ル が完 了 す る まで,

認 識 され な い一 方 で,継 続 ア プ ロ ー チ は,ソ フ トウ ェ ア の イ ンス トール が 完 了 す るか 否 か

にか か わ らず,契 約 完 了 が 期 待 で き り限 りに お いて,収 益 を契 約 の進 捗 に応 じて 認 識 す る

こ とが で き る(EFRAG[2007],par.4.30)。

(39)収 益認識 アプロー チの開発 にお いて,収 益 に関す る信頼性 と確実性 は考慮 されな ければな らな

い。た とえ ば,継 続 アプローチ にお ける契約分割が,供 給業者の視点 に基づ き,契 約進行や その

他の情報 によ り,変 更す る可能性が あるため,認 識 された収益数値の修正 も可能であ り,信 頼性

を持つ収益 数値 を得 られな いとい う声が ある。 しか し,IASB概 念 フレーム ワー クで は,信 頼

性 に関す る重要性を強調す るが,「 信頼を持 って」 とい うの は,「再表示 を必要 とす る可能性 はな

い(EFRAG[2007],par.4.21)」 と意味 していない。 すなわち,収 益数 値を修正す る可能性が

あって も,当 該収益数値が信頼で きな いとは言えな い。
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ア プ ロ ー チDは,す べ て の環 境 状 況 に適 用 で き る一 貫 した方 法 を提 供 す る こ と は可 能 で

あ り,複 数 要 素 契 約 を取 り扱 う こ とが で き るが,実 務 上 さ らに深 く掘 り下 げて 検 討 す る必

要 性 も示 唆 され て い る(EFRAG[2007],par.4.63)。

VI決 定 的 事 象 ア プ ロ ー チ と 継 続 ア プ ロ ー チ と の 比 較

欧 州 提 案 は,決 定 的 事 象 ア プ ロ ー チ と継 続 ア プ ロ ー チが 各 種 の取 引 に適 用 す る場 合 に,

会 計 上 の 処 理 を比 較 した上 で,以 下 の図 表2を 提 示 して い る。

図表2決 定的事象 アプ ローチ と継続 アプ ローチの比較

決定的事象 アプローチ 継続 アプローチ

取引 により生 じるすべての収益 は,契 約が締結 取引 により生 じるすべて

①即時引渡の商品販売 されかつ完了 した後,直 ちに生 じる。 の収益 は,契 約が締結か

つ完了 した後直ちに生 じる。

②後 日引渡 され る在庫 収益は,商 品が引き渡 されるまで発生 しないが,商 品販売 に関す る収益 は

商品の販売(保 管サー 引渡時点で発生す る。 直 ちに発生す る。引渡 に

ビスを含 まない場合)関 す る収益 は引渡時点 に

認識 され る。

⑧後 日引渡のたあ に供 場合 による。 アプローチA・Bで は,収 益 は,商 品販売 に関す る収益 は

給業者が製造す る必 商品が引 き渡 され るまで発生 しな いが,引 渡時 製造過程が進行す ると共

要があ る製品の販売 点で発生す る。ア プロー チCで は,収 益 は製造 に発生す る。引渡 に関す

(保管 サー ビスを含 過程 にわた って様 々な時点で発生す る可能性が る収益 は引渡時点 に認識

まな い場合)あ る。 され る。

場合 による。(a)提供 され るサー ビスが反復で あ

る場合 には(清 掃事 例),ア プ ロー チAに 基づ

く収益 は契約を完了す るまで発生 しな い。 アプ

ロー チBで は,契 約事項 に基づいて,収 益 は契

約期間 にわた って定期的 に発生す る。 アプロー

④サービス 蕪甜る騨鶴 叢 論 雛無 難 謙 錆 野
アプロー チA・Bで は,収 益 は契約を完了す る

まで発生 しな い。 アプローチCで は,収 益 は通

常契約完了時 点に発生 しないが,提 供され るサー

ビスが単独の要素まで分割することができれば,

各 々の要素 ごとに収益 は発生す る。

⑤取引の完了時,ま た,場 合 による。 アプローチA・Bで は,収 益 は提

1難織1鞭 響1鑓 難 蟹麟 繋
の専門的な見解)点 の前 に様 々な時点 に発生す る可能性が ある。

⑥長期請負工事契約 難 轍 讃 舟 弩簸 聴1す る蝶 粛 鰭行する

出所:欧 州 提 案(EFRAG[2007],par.5,26)の パ ラ グ ラ フ5.26の 表 に基 づ き作 成 した もの で あ る。
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図 表2に よ る と,物 品 の販 売 と役務 の提 供 に 関す る単純 な取 引 に対 して,各 種 の ア プ ロ ー

チ に基 づ く会 計 処 理 は 同様 で あ るが,よ り複 雑 な取 引 に対 す る会 計 処 理 は異 な って い る。

ま た,長 期 請 負 工 事 契 約 の場 合 に は,決 定 的 事 象 ア プ ロ ー チ は契 約 完 了 時 点 前 に収 益 を認

識 しな いが,継 続 ア プ ロ ー チ は契 約 完 了 時 点 前 に収 益 認 識 の可 能 性 を有 す る もの と言 え る

(EFRAG[2007],par.5.27)o

決 定 的 事 象 ア プ ロ ー チ と継 続 ア プ ロ ー チ につ いて み れ ば,2つ の主 要 な差 異 が 捉 え られ

る。 まず,「 収 益 は顧 客 契 約 に基 づ い て行 わ れ る活 動 の測 定 尺 度 で あ る」 と表 現 に 関 して,

「顧 客 契 約 に基 づ く活 動(す な わ ち,収 益 が どん な活 動 を測 定 す るの か)」 に対 す る解 釈 は

異 な って い る。 決 定 的 事 象 ア プ ロ ー チ は,契 約 に基 づ いて 供 給 業 者 が 何 らか の履 行 義 務 を

完 了 した のか に関 す る測 定 を意 味 して い る一 方 で,継 続 ア プ ロ ー チ は供 給 業 者 が 何 らか の

履 行 義 務 を遂 行 した のか に関 す る測 定 を意 味 して い る(EFRAG[2007],par.5.7(a))。

次 に,契 約 分 割 に関 す る相 違 が あ る。 決 定 的 事 象 ア プ ロ ー チ は,契 約 完 了 時 点 で 収 益 を

認 識 す る と主 張 す るが,契 約 分 割 も認 め る(ア プ ロー チB・C)。 決 定 的事 象 ア プ ロー チ

に 基 づ い て,概 念 的 か つ 簡 便 な 分 割 方 法 を 見 つ け る こ と は よ り困 難 で あ る(EFRAG

[2007],par.5.7(b))の に対 して,継 続 ア プ ロー チ は よ り簡 単 な方 法 を示 して い る。 しか

し,い ず れ の ア プ ロ ー チ も実 務 上 適 用 し難 い と指 摘 され て い る。(EFRAG[2007],par.

5.70))O

V皿 結 び に 代 え て

本 稿 で は,経 済 的 実 質 主 義 の観 点 か らEFRAGとDRSCが 共 同で 公 表 した 欧 州 提 案

を取 り上 げ,収 益 が 継 続 的 に発 生 す る と い う本 質 に よ り,継 続 ア プ ロ ー チ を提 言 した欧 州

提 案 の 貢 献 を検 討 した。 それ らの議 論 を踏 まえ て,欧 州 提 案 の特 徴 を次 の よ う に要 約 す る

こ とが で き る。

まず,欧 州 提 案 は,収 益 認 識 問 題 に焦 点 を 当て,資 産 ・負 債 ア プ ロ ー チ に基 づ いて 議 論

し,収 益 の測 定 に 関す る記 述 は相 対 的 に少 な い㈹。2007年10月 にAAA・FASBが 公 表 し

た シンポ ジュ ウム資 料 「収 益 認 識 に関す る再 考 慮(ReconsideringRevenueRecognition)」

(40)欧 州提案 は,以 下 のよ うな4つ の収益測定 モデルを付録 皿で提示 してい る(EFRAG[2007],

Appendix皿.8)。(a)契 約 で規定 され る金額 によって測定す る,(b)収 益 を引き出す活動の結果 と

して生 じる資産の増加額 あるいは負債の減少額 によって測定す る,(c)未 履行義務 にお ける変動額

によって測定す る,(d似 上の(b)の資産の増加額 また は負債の減少額,あ るいは(c)の履行義務 にお

ける変動額 よって,す べての収益を配分す る。
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は,収 益 認 識 ・測 定 に 関 して 測 定 モ デ ル(41)と配 分 モ デ ル(42>を取 り上 げ,顧 客 対 価 か 公 正

価 値 か の測 定 問題 に 焦 点 を 合 わ せ て い るく43)。しか し,欧 州 提 案 は収 益 の測 定 が 公 正 価 値 と

結 び付 か な い た め,こ の 点 はIASB・FASBの 共 同 プ ロ ジ ェ ク トとの 差 異 で あ る と指 摘

で き る。

次 に,経 済 的 実 質 主 義 の観 点 か ら,継 続 ア プ ロ ー チ は,あ らゆ る環 境 状 況 下 で す べ て の

取 引 に包 括 的 な収 益 認 識 原 則 を一 貫 して 提 供 す る こ と に対 して 最 も見 込 みが あ る と見 られ

る(94)が,「 収 益 を 継 続 的 に認 識 す る」 の に 対 して,「 継 続 的 に」 の意 味 と は収 益 を 比 例 的

に認 識 す る と意 味 す る のか,あ る い は収 益 を部 分 契 約 の重 要 性 に よ り,連 続 的 に認 識 す る

と意 味 す る のか を明 らか に して い な い。 こ の点 につ いて は,今 後 検 討 した い。

最 後 に,欧 州 提 案 に お け る収 益 を よ り早 い時 点 で認 識 す る こ とは,COSOで 批 判 され

た実 務 上 の収 益 の早 期 計 上 問 題 と は異 な って い る。 企 業 の通 常 の活 動 を通 じて 生 じる もの

で あ る収 益 の発 生 は累 積 的 な プ ロ セ スで あ る こ と に よ り,各 々 の履 行 義 務 に よ る収 益 は,

履 行 義 務 の完 了 時 点 に 当該 義 務 の み に対 応 す る金 額 で 認 識 され る。 しか し,現 在 実 務 上 の

収 益 の 早 期 計 上 は,履 行 義 務 が 完 了 して い な い に もか か わ らず,当 該 履 行 義 務 に よ る収 益

を計 上 して しま う。 認 識 時 点 の早 さ だ け に よ り,収 益 が 早 期 計 上 して い るか 否 か に関 す る

判 断 は恣 意 的 で あ り,収 益 が 継 続 的 に発 生 す る と い う本 質 は無 視 され て い る と考 え る。

2008年12月 にIASB・FASBは 討 議 資 料 「顧 客 契 約 に 基 づ く収 益 認 識 に関 す る予 備 的

見 解(PreliminaryviewsonRevenueRecognitioninContractswithCustomers)」

(41)測 定モデルで は,契 約資産 また は契約負債 は現在 出口価格で測定 され る。 これ は企業が契約上

の残余権 利 と残余義務 を市場参加 者 に移転 す るた めに受領す るかまた は支 払 うことが期 待 され

る金額 であ る。契 約資産 または契 約負債 は,契 約 開始 時点 またはその後 において測定 が行われ

る。企業 は契約締 結時点 に契約 の取得 に基 づ いた契約 資産の増加 を収益 と して計上す る(浦 崎

[2008b],27-28頁)。

(42)配 分モデルで は,履 行義務の総額 は顧客対価額で測定 され る。そ して,顧 客対価 は,約 定 され

た商品 また はサー ビスの実体 自身 による個 々の 「販売価格」 に基づいて比例配分 され る。 また,

実体 自身が約定 された商品 またはサー ビスを販売 していない場合 には,競 合他社の価格 の参照 し,

あるいは個 々の販売価格を見積 もる必要があ る。個 々の履行義務が遂行 された ときに,負 債の減

少 または資産の増加(あ るい は両者の結合)と して収益が認識 され る(山 田[2008],39-40頁)。

(43)IASB・FASBは 収益 プロジェク トを発足 し始 めたとき,公 正価値で測定 する方 向に努 めたが,

資産 と負債を共 に公正価値で測定す るとき,報 告企業が契約締結時点 に販売利益を計上す ること

にな る問題を考慮 して,資 産負債 ・公正価値モデル,資 産負債 ・履行価値モデル と実現 ・稼得過

程モデル という3つ の代替案 を提案 した。AAA・FASBの シ ンポジュウム資料 において,実 現 ・

稼得過程モデルを採用す る余地がな いため,資 産負債 ・公正価値モデルであ る測定モデル と資産

負債 ・履行価値 モデルで ある配分モデル は同時 に提示 された。

ω この4つ のアプローチを採用 する可能性 について,DRSCは,「 今 後の収益認識 システ ムは継

続 アプ ロー チに基 づ くべ きであ ると結論 付 けた(EFRAG[2007],par.5.33)」 が,「EFRAG

とCNC(フ ランス会計審議会)は,す べての取引 に適用で きる単一・のアプ ローチが必 要で ある

ことに同意す るものの,現 段階でその討議 の選好を言及 しな いことを決定 した(EFRAG[2007],

par.5.34)Jo
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を 公 表 し た 。 当 該 討 議 資 料 は,収 益 を 顧 客 契 約 に お け る 企 業 の ネ ッ ト ・ポ ジ シ ョ ン の 増 加

に 基 づ い て 認 識 し(FASB[2008],S14),測 定 に つ い て 資 産 負 債 ・履 行 価 値 モ デ ル で あ

る 顧 客 対 価 モ デ ル(AAA・FASBの 配 分 モ デ ル と 類 似 す る)を 採 用 す る(FASB[2008],

S25)(45)。 討 議 資 料 に お い て 収 益 を 履 行 義 務 の 額 で 測 定 し,そ れ を 各 々 の 履 行 義 務 ま で 分 割

し,そ の 分 割 さ れ た 履 行 義 務 の 遂 行 に 着 目 して 収 益 を 認 識 して い く方 式 は,欧 州 提 案 に お

け る 契 約 の 分 割 と 類 似 す る と 考 え られ る ㈹。

そ の 点 か ら,IASB・FASBの 収 益 認 識 に 関 す る 討 議 資 料 の 前 に 公 表 さ れ た 収 益 認 識 に

関 す る 欧 州 提 案 は,独 自 の 見 解 を 提 示 し,IASB・FASBに 積 極 的 に 発 信 し よ う と す る 目

的 を 果 た し た と 考 え る 。
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